
（様式２）

配点（標準点） 指定管理者自己評価 市評価

1 2(1) 2 1

2 2(1) 2 2

4 4 3

3 4(3) 4 3

4 4(3) 3 3

5 4(3) 4 3

6 4(3) 4 4

7 4(3) 4 3

8 4(3) 4 4

9 3(2) 3 2

27 26 22

10 5(3) 5 5

11 5(3) 4 3

10 9 8

12 5(3) 5 4

13 5(3) 3 2

14 5(3) 5 5

15 13 11

15 12(5～7) 10 7

16 5(3) 5 5

17 5(3) 5 3

18 3(2) 2 2

19 3(2) 2 2

20 2(1) 2 2

21 2(1) 2 2

32 28 23

22 3(2) 3 2

23 3(2) 3 3

6 6 5

24 2(1) 2 2

25 2(1) 2 2

26 2(1) 2 2

　

6 6 6

100 92 78

令和3（2021）年度　指定管理者制度導入施設　管理運営評価結果書

施設名称 五百淵公園 施設区分 施設管理型

施設所在地 郡山市字山崎１番１　外 指定管理者 公益財団法人郡山市文化・学び振興公社

指定期間 平成31年４月１日～令和６年３月31日 施設所管部課 都市構想部公園緑地課

評価項目 評価基準 自己評価コメント 市評価コメント 特記事項

Ⅰ　市民の平等な利用の確保

平等利用
市民の利用にあたり、公平であるか。
（例：使用許可、使用料等の減免、利用の制限　等）

条例・規則に基づき、公平・平等に対応した。申

請が必要なものについては丁寧に説明した。

野鳥の森学習館との駐車場の相互利用や、
ゲートボール利用者への指導等、平等利用
への取組が見られる。

危機管理、事故・災
害等への対策・対応

事故・災害発生時又は危険予測時の対策・対応が行わ
れているか。（例：マニュアル整備、訓練等）

危機管理マニュアルや緊急時連絡網を整備しして

いる。BCP（業務継続計画）を策定し、運用して

いる。巡回時には危険個所の把握に努めた。福島

県沖地震発生時には迅速に対応した。警報発令時

には、園内の危険個所の確認の行っている。

事業実施状況
計画どおり事業が実施されているか。
サービス向上の取り組みがなされているか。

コロナ対策で人数制限を行った事業や参加者の要

望で実施日を次年度に繰り越した事業があった

が、概ね計画どおり実施した。クリーンアップ作

戦は町内会等の協力もあり、指定管理当初より参

加者が増えている。

広報・ＰＲの実施
利用促進のための取組みを実施しているか。
（例：事業の開催案内、ホームページの管理　等）

ウェブサイトにより施設情報を発信した。事業開

催時には、ポスター・チラシを公共機関や公社内

施設に掲示することの他、市の広報誌により周知

を図った。

野鳥の森学習館内の掲示や、WEB
にてPRを行っている。

小計

Ⅱ　施設の効用の最大限の発揮

管理運営方針
市が示している管理運営方針及び仕様書に合致した、
施設の管理運営がなされているか。

管理運営方針及び仕様書に基づき、概ね水準どお

りの管理運営を行った。また、コロナや熱中症の

注意喚起などをウェブサイトや野鳥の森との連携

で行っている。

概ね仕様書通りの運営がなされ
ている。

市、関係機関、類似施
設、地元等との連携

市、他の指定管理者、関係機関、類似施設、周辺施設、地
元等との連携を図っているか。
（例：施設間の回遊・相互利用、地元とのタイアップ、積
極性　等）

五百淵保勝会や地元敬老会と連携し、園内の美化

事業を行った。また、日本野鳥の会郡山支部の協

力を得て、日常的に園内の野鳥観察を実施し、野

鳥の森学習館に情報を掲示した。

積極的に地元や関係団体に働き
かけ、クリーンアップ作戦時に
は、50人程の協力を得ていた。

利用者アンケート
への対応状況

利用者アンケートによる指摘のうち、改善すべき事項
について対応を図っているか。

改善すべき事項として、ウェブや野鳥の森での各

種注意喚起や公園内看板の修繕、野鳥観察記録を

学習館に掲示する等対応をしている。

アンケート結果及び対応が整理
してある。

接客態度
言葉づかい、態度、電話対応、名札、服装等は適切
か。

常日頃から名札着用を徹底し、適切な言葉づかい

や態度を心がけて、電話応対や巡回にあたってい

る。作業時においては、適した服装で臨んでい

る。

職員の勤務態度等の苦情は見受
けられなかった。

苦情・要望の
把握・対応

利用者からの意見、苦情を受けて、迅速に対応できている
か。（記録簿整備を含む。）
特に重要な事案については、遅滞なく市へ報告している
か。

記録簿を作成し、苦情・要望・意見に適宜対応し

た。重要な案件については、速やかに市に報告

し、事務局とも情報共有した。

記録簿が整備され、速やかに市
に報告できている点は評価でき
る。

収入確保の取組みを推進しているか。
指定管理料を含め、支出が適正に行われたか。

複数業務の一括発注に努め、支出は適正に行っ

た。また、独自の収入確保の手段について検討し

ている。（巣箱やエサ台つくりの有料化など）

業務委託の一括発注により、支
出を抑える工夫が見られる。

小計

小計

Ⅲ　管理経費の縮減

帳簿管理・経理

帳簿等は適正に管理されているか。
契約にあたり、適正な経費算定（積算）が行われた
か。業務委託や修繕について適正な監督、検収が行わ
れたか。

当社規程に基づき、厳格に帳簿等を管理した。契

約等の業務においても、必要書類を整備し、適正

に行った。社外監事による監査、公認会計士によ

る会計指導を受けた。福島県の定期の立ち入り調

査を受けた。

内部で会計監査を実施してお
り、適正かつ厳格に管理させて
いた。

収入確保、支出の適正
化等、予算の執行状況

連絡調整
協定書等に従い、市への各種届出、報告、提出、協議、相
談等を適切にしているか。
市や地域、関係機関との連携調整を適切に行っているか。

各種届出、報告、書類提出、協議、相談を適切に

行った。また、地域や関係機関との連絡調整も適

切に行った。地震や警報時の点検で被害があった

際は逐一報告し、事務局とも共有している。ま

た、野鳥の森学習館の管理人とも情報共有してい

る。

市への協議の外、伐採基準等の
届け出を行っている。

小計

Ⅳ　管理を安定して行う人的、物的能力その他経営上の基盤

人員・研修体制
人員の配置、勤務実績、労働環境等は適切か。
必要な資格、経験等を有する人員が確保されているか。職
員に対し研修を実施しているか。

資格の有無や経験等踏まえ、他施設と兼務しなが

ら適切なな人員配置を行った。遊具の点検講習会

やコロナ対策講習会に参加し、職員の能力向上に

努めた。また、樹木医、公園管理士の有資格者や

野鳥の会の方から指導を受けている。

新型コロナウイルス対策講習会
を実施しており、労働環境への
配慮がみられる。

収支状況 収支予算書どおりの収支状況となっているか。

指定管理会計の収支においては黒字であったが、

電気代の高騰や緊急の樹木伐採等予定外の支出に

より光熱水費・委託費の決算額が予算額を上回

り、他会計繰入金を除いた収支は赤字であった。

他会計繰入金を除いた収支は赤
字であった。

巡回時に危険個所の把握や遊具・設備等の点検を

行い、炎暑の下での利用を控えるよう注意喚起す

るなど、安全に利用できるよう努めた。また、リ

スク対応のため保険に加入した。

野鳥の森学習館の管理業務と連
動して巡回を実施している点は
評価できる。

清掃・衛生・美観維持
利用者が快適に利用できるような状態が保持されているか。
市の指定管理施設にふさわしくないチラシやパンフレットの陳列、ポス
ター掲示等はないか。

除草・清掃、屋外トイレ清掃、廃棄物処理等を計

画どおり実施した。園内巡回や野鳥観察会の際に

随行職員はごみ拾いを行った。また、不適切掲示

物を発見した場合、速やかに撤去した。

適切に清掃を行っている点は評
価できる。

Ⅴ　適切な施設の維持管理

施設・設備の保守管理
法定点検が確実に行われているか。
施設・設備が適切に利用できるような状態が保持されてい
るか。（修繕を含む。）

法定点検・定期点検を遺漏なく行い、巡回時にも

点検や経過観察を行った。また、修繕等が必要な

場合は、予算内で可能な限り速やかに実施し、適

切な保守管理に努めた。枯れ枝や支障のある枝葉

は適宜剪定している。さらに、大雨や地震等の際

もいち早く現場を確認し、報告し、危険個所につ

いては職員が対応している。

修繕や予算要求等適切に行って
いる。
今後、日常点検時には、記録簿
等の整備をして欲しい。

安全の確保
建物・設備等が安全に利用できるような状態が保持さ
れているか。

法令等遵守
法令、条例等に基づき、必要な点検、報告、手続き等
を行っているか。

関係する法令、条例、規則等を遵守し、必要な点

検、報告、手続等を行った。

個人情報保護
個人情報保護に関する規定が整備されているか。
個人情報の漏洩、滅失等の事故防止対策を講じているか。

当社規程に基づき適切に管理し、情報の漏洩、滅

失等の事故防止に努めた。情報セキュリティ個要

綱を策定して運用している。個人情報ハンドブッ

クを全員が保有している。

備品の管理 備品が適切に管理されているか。 市から示された備品はない。

持ち込み物品等の管理
持ち込み物品等が適切に管理されているか。
（例：持ち込み物品等管理簿、表示　等）

持ち込み物品等はない。

小計

Ⅵ　雇用及び地域経済への配慮

雇用・労働条件への配慮
労働基準法等の労働関係法令、郡山市公契約条例等の
順守がなされているか。
労働条件への配慮は十分か。

労働基準法等の労働関係法令、郡山市公契約条例

等を遵守した。また、法定を上回る有給休暇の取

得ができるような環境づくりに努めた。全職員対

象にコロナ対策でワクチン休暇などを取り入れて

いる。

ワクチン接種後の休暇等、
労働環境へ配慮している点
は評価できる。

地域経済への配慮
計画通りに市内からの職員採用を行っているか。
再委託は計画通り適正に行われているか。
市内事業者への再委託を行っているか。

職員はすべて市内から雇用した。再委託業務は計

画どおり行い、市内業者に発注した。消耗品は全

て市内に業者から購入した。またクリーンアップ

作戦においては、町内会や地域との連携により実

施している。

職員及び再委託業者が全
て郡山市内の者である。

小計

指定管理業務への姿勢
積極的な管理運営、市に協力的であるか
地域や民間事業者と円滑な関係を構築しているか

市に協力して積極的な管理運営を行った。また、

地域や関係団体との円滑な関係構築に努めた。

　

Ⅶ　その他

活動指標
設定した指標の目標値（○○○○、△△△△）を達成
しているか。

指標は設定されていないが、各種イベントや活動

報告等をウェブサイトへ掲載し、情報発信に努め

ている。

成果指標
設定した指標の目標値（●●●●、▲▲▲▲）を達成
しているか。

指標は設定されていないが、野鳥の森学習館利用

者にも公園利用を声がけし、学校団体が来書した

際は公園で野鳥観察を行っている。

小計

合　計　点

（様式２）

令和元（2019）年度

5,670

0

Ａ

利用者数のカウントはで
きない。

【一次評価（指定管理者による自己評価）】

点数

【二次評価（市による評価）】

点数

【改善のための行動計画】

実　　　　　　　　績

令和２（2020）年度 令和３（2021）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 合計

17,543

利用料金収入 (千円） 0 0 0

指定管理料 (千円) 5,973 5,900

備　　考
利用者数のカウントは
できない。

利用者数のカウントは
できない。

17,543

二次評価
（市の評価） B⁺ B⁺

利用者数 (人)

評価 評価内容

Ｓ 92

【総合評価（評価できる点等）】
・園内の巡回を随時行い、危険個所の把握や設備等の点検に積極的に取り組んだ。
・地元の団体や住民の方々と連携し、美化活動に積極的に取り組んだ。
・園内の支障木伐採や枝葉の切り落とし、設備等の修繕は、可能な範囲で職員が対応した。
・五百淵池南西側森林内のナラ枯れを予防するため、幹にビニールシートを被覆した。
・ため池のアオコ発生の状況を経過観察して、異臭発生の際には報告している。
・外来種のカミキリムシ被害の有無を確認し郡山市へ報告した。（その後も巡回の際には注意して確認を続けている。）
・国、県及び市に準じて財団が作成したガイドラインにより新型コロナ対策を講じながら、自主事業を実施した。
・財団でBCP（業務継続計画）、施設管理要綱、情報セキュリティ要綱を定めた。
・労働環境として、コロナ関連の休暇を一律で取得できるよう、取り決めを行っている。

【次年度に向けて改善が必要な点】
・園内樹木を起因とした事故等を未然に防ぎ、利用者の安全・安心を確保するため、専門技術者や所管課の協力を得ながら、引き続き樹木の維持管
理を適切に行う必要があるが、年度予算には限りがあるので、順位付けが必要。経過観察を継続している。）
・園内の希少植物生息場所を確認して、草刈りの委託業者と共有する必要がある。
れ木や支障木について、順位付けが必要。（専門家の意見を聴いて経過観察している。
・国道49号の法面除草については、市、郡山国道事務所、財団の三者で協議する必要あり。

サ　ー　ビ　ス　向　上　対　策

年４回(6・9・12・3月)、園路13地点の空間線量測定を行い、その計測値を園内に掲示した。（指定管理当初から継続）

五百淵池南側駐車場の市道沿いに10ｍに渡りロープを張り、違法駐車が無いように対処した。

立ち枯れ松の伐採の一部には、公社の収益金を充当して実施した。

行動計画
【前年度の指摘事項】
既存の看板、設置した注意看板についても日常点検を実施し維持管理に努めること。
また、倒れた看板の際設置について、リスク分担上可能なものについては指定管理者で対応すること。

【改善対応状況】
既存の看板、注意喚起の看板については、巡回時に点検し、維持管理を行い、必要時には可能な範囲で補修や貼り替えを行っている。
また、倒れた看板については修繕費で対応しているが、リスク分担金額内で対応しなくてはならない危険個所が複数箇所あり、指定管理の修繕費では賄いきれない。
危険個所を経過観察しながら所管課と協議を行い順次修繕を行っていく。

評価 評価内容

Ｂ⁺ 78

【総合評価（評価できる点等）】
・地元と連携し、公園内の美化活動に努めている。
・災害発生時に迅速な現場確認及び報告を行っている。
・計画的な予算要望を行っており、修繕が進んでいる。

【次年度に向けて改善を望む点】
・日常点検時の記録簿の整備。
・SNS等を用いた広報の実施。
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【各評価区分における得点率】


